


明

治

後

期

に

お

け

る

日

本

の

国

家

間

賠

償

⇔

目

次

序

本

稿

の

目

的

と

構

成

第
一
章

具
体
的
賠
償
事
例

（
以
上
五
七
四
号
）

第

二

章

賠

償

に

至

ら

な

か

っ

た

事

例

（
以
下
本
号
）

一

日
清
戦
争
関
連

二

第
二
次
防
穀
令
事
件

三

日
露
戦
争

四

楊
尊
三
事
件

第
三
章

参
考
事
例

一

メ

イ

ン

号

爆

沈

事

件

ニ

タ

ー
ボ

号

事

件

（
附

・
千
島
艦
事
件
）

三

ハ

ワ

イ

防

疫

焼

却

事

件

四

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

邦

人

食

堂

襲

撃

事

件

伊

藤

信

哉

①
．

本

稿

の

目

的

は
、

日

清

戦

争
か

ら

明

治

末

ま

で

の

間

（
明
治
後
期
）

に
、

日

本

が

関

係
し

た

国

家

間

賠

償

の

諸

事

例

を

紹

介

す

る

と

と

も

に
、

そ

れ

ら

の

特

徴

に

つ

い

て

考

察

す

る

こ

と

で

あ

る
。

前

号

で

は
、

実

際

に

賠

償

が

な

さ

れ

た

事

例

を

二

三

例
と

り

あ

げ
、

そ

の

概

要

を

紹

介

し

た

（
第
一

章
）
。

②

本

号

で

は

ま

ず
、

賠

償

の

合

意

に

は

至

ら

な

か

っ

た

も

の

の
、

交

渉

の

過

程

で

そ

れ
が

解

決

条

件

と

し

て

提

起

さ

れ

る

な

ど
、

注

意

を

要

す

る

事

働

を

七

例

と

り

あ

げ

る

（
第
二
章
）
。

日

本

の

巡

洋

艦

が
、

日

清

戦

争

の

冒

頭

に

英

国

汽

船

を

撃

沈

し

た

「
高

陞

号

事

件
」

や
、

日

清

戦

争

で
、

朝

鮮

が

受

け

た

被

害

を

補

填

す

る

と

の

名

目

で

計

画

さ

れ

た

も

の

の
、

結

局

実

現

に

は

至

ら

な

か

っ

た

「
朝

鮮

へ

の

寄

贈
金

一

件
」

な

ど

が

こ

こ

で

紹

介

さ

れ

る
。

③

続

い

て

第

三

章

に

お

い

て
、

金

銭

の

授

受

は

あ

っ

た

も

の

の
、

国

家

間

賠

償

と

は

い

い

が

た

い

事

例

を

五

例
、

参

考

事

例

と

し

て

紹

介

す

る
。

こ

こ

で

と

り

あ

げ

る

の

は
、

た

と

え

ば

「
ハ

ワ

イ

防

疫

焼

却

事

件
」

の

よ

う

に
、

在

留

邦

人

が

居

留
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…一
五

メ

キ

シ

コ

炭

磧

事

故

第

四
章

明

治

後

期

の

国

家

間

賠

償

の
特

徴

一

「
賠

償

の

五

類
型
」

の

確

認

二

明

治
後

期

の

国

家

間

賠

償

の

特

徴

三

変

化
の

背

景

結

ま

と

め

－

今

後

の

課

題

１

国

の

国

内

司

法

手

続

に

よ

り

賠

償

を

獲

得
し

た

事

例

で

あ

る
。

ま

た

米

西

戦

争

の

き

っ

か

け

と

な

っ

た

こ

と

で

も

有

名
な
、

米

国

戦

艦

メ

イ

ン

号

の

爆

沈

事

件

に

際

し

て
、

た

ま

た

ま

同

艦

に

乗

り

組

ん

で

い

た

日

本

人

乗

員

に

た

い

し

て
、

米

国

政

府

か

ら

手

当

金

が

支

払

わ

れ

た

件
な

ど
も
、

こ

こ

で

紹

介

す

る
。

④

第

四
章

で
は
、

こ

れ

ら

明

治

後

期

の

諸
事

例

の

な

か

に

見

出

さ

れ

る

特

徴

に

つ

い

て
考

察

す

る
。

ま

ず
、

筆

者

が

前

稿

「
明

治

前

期

に

お

け

る

日

本

の

国

家

間

賠

償

⇔
」

（
本
誌
五
六
四
号
）

に
お

い

て
提

示

し

た

「
賠
償

の

五

類

型
」
、

す

な

わ

ち

・

国

際

違

法

行

為

に

対

す

る

法

的

義

務
の

履

行

と

し

て

の

損

害

の

補

填

の

う
ち
、

直

接

の

被

害

者

が

国

家

で

あ

る

も

の

・

国

際

違

法

行

為

に

対

す

る

法

的

義

務
の

履

行

と

し

て

の

損

害

の

補

填

の

う
ち
、

直

接

の

被

害

者

が

私

人

で

あ

る

も

の

・

紛

争

の

政

治

的

解

決

の

た

め

の

金

銭
の

給

付

・

戦

費

賠

償

・

領
土

等
の

授

受

に

伴

う

金

銭

の

給

付

と

い

う

国
家

間
賠

償

の

五

つ

の
パ

タ

ー

ン
に

よ

っ

て
、

明

治
後

期

の

諸

事

例

の

整

理

も

可

能

で
あ

る

と

い

う

点

を

確

認

す

る
。

レ フ ァ レ ン ス
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⑤

続

い

て

当

時

の

国

家

間

賠

償
の

特

徴

を
、

明

治

前

期

の

諸
事

例

と

比

較

し

な

が

ら

明

か

に

す

る
。

具

体

的

に

は
、

明

治
後

期

の

諸

事

例

に

は

「
賠

償

支

払

国

と

な

●
る

事

例

の

減

少
」

「
第

四
類

型

の

事

例

に

お

け

る

賠
償

金

額

の

増

大
」

「
国

内

事

件

を

契

機

と

す

る

賠

償

事

例

の

減
少
」

「
賠

償

事

例

の
発

生

場

所

の

多

様

化
」

と
い

っ

た

特

徴

が

あ

る

こ

と

を

確

認

す

る
。

１９９８．１２

⑥

さ

ら

に

こ

の

よ

う

な

変

化

の

背

景
と

し

て
、

日

本

人

の

海

外
へ

の

進

出
、

国

内

治

安

の

改

善
、

日

本

政

府

の

国

際
法

の

習
熟
、

国

際

社

会

に

お

け

る

日

本

の

相

対

的
な

「
地

位
」

の

変

化
、

な

ど
が

考

え

ら

れ

る
こ

と

を

指

摘

す

る
。

一 ９ 一
レ フ ァ レ ン ス



明
治
後
期
に
お
け
る

日
本
の
国
家
間

賠
償

⇔

レ フ ァ レ ン ス

伊

藤

信

哉

目

次

序

本
稿
の
目
的
と
構
成

第
一
章

具
体
的
賠
償
事
例

（
以
上
五
七
四
号
）

第

二

章

賠

償

に

至

ら

な

か

っ

た

事

例

（
以
下
本

号
）

一

日
清
戦
争
関
連

二

第
二
次
防
穀
令
事
件

三

日
露
戦
争

四

楊
尊
三
事
件

第
三
章

参
考
事
例

一

メ

イ

ン

号

爆

沈

事

件

ニ

タ

ー

ボ

号

事

件

（
附
・
千
島
艦
事
件
）

三

ハ

ワ

イ

防

疫

焼

却

事

件

四

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

邦

人

食

堂

襲

撃

事

件

五

メ

キ

シ

コ

炭

磧

事

故

第
四
章

明
治
後
期
の
国
家
間
賠
償
の
特
徴

一

「
賠
償
の
五
類
型
」

の
確
認

二

明
治
後
期
の
国
家
間
賠
償
の
特
徴

三

変
化
の
背
景

結

ま

と

め

１

今

後

の

課

題

１

一７４一１９９８
．
１２



レフ ァ レ ン ス 平 成１０年１２月 号

第
二
章

賠
償
に
至
ら
な
か
っ
た
事
例

本

章

で

は
、

賠

償

の

合

意

に
は

至

ら

な

か

っ

た

も

の

の
、

交

渉

の

過

程

で

そ

の

授
受

が

解
決

条

件

と

し

て
提

起

さ

れ

る

な

ど
、

当

時

の

国

家

間

賠

償

の
特

徴

を

考

え

る

う

え

で
注

意

を

要

す

る

七

つ
の

事

例

を

と

り

あ

げ

る
。

日

清

戦

争

関
連

①
高
陞
号
事
件

一

八

九

四

（
明
治
二
七
）

年

七

月

二

五

日
、

日

清

戦

争

の

口

火

を

切

る

豊

島

沖

海

戦
が

行
わ

れ

た
。

そ

の

際
、

日

本

の

巡

洋

艦

浪

速

が

清

国

政

府

の

傭

船
を

撃

沈

し
、

こ

こ

に

「
高

陞

号

事

件
」

が

発

生

す

る

。浪

速

艦

長

の
東

郷

平

八

郎

大

佐

は
、

清

国

政

府

に

傭

わ

れ

た

イ

ギ

リ

ス
汽

船

高

陞

号
の

処

理

を

命

じ

ら

れ
、

ま

ず

同

船

を

停

止

さ

せ

た

上

で
臨

検

を

お

こ
な

っ

た
。

そ

し

て
同

船

が
、

清

国

兵

一

＝
二
〇

余

名

と

弾

薬

と
を

輸

送

中

で
あ

る

こ

と

を

確

認

し

た

た
め
、

こ

れ

を

引

致

す

べ

く

同

船

に
抜

錨

と

随

行

を

命

令
。

し

か

し

高

陞

号

船

長

は
、

自

分

が

現

在
、

清

国

兵

か

ら

銃

剣

を

以

て

桐

喝

さ

れ

て

お

り
、

命

令

に
従

う

こ

と

は

不
可

能

で
あ

る

旨

を

回

答

し

て

き

た
。

そ

こ

で

浪

速

側

は

船

長

以
下

乗

組

員

の

退

船

を

命

じ

た

が
、

船

長

は
ふ

た

た

び
、

清

国
兵

の

脅

迫

の

た

め

そ

の
不

可

な

る

こ

と

を

伝

え

て

く

る
。

浪

速

は

や

む

な

く
、

さ

ら

に

警

告

を

発

し

た

あ

と

で
、

雷

撃

と

砲

撃

に

よ

り

同
船

を

撃

沈
。

同

船

乗

組
員

七

五

名

の

う

ち
、

船

長

以
下

三

名

を

救
助

し

た

が
、

残

る

乗

組

員
と

清

国

兵

の

多

く

は

溺

死
し

た
。

事

件

の

第

一

報

が

伝

わ

る
と
、

イ

ギ

リ

ス

の

輿

論

は
俄

然

硬

化

す

る
。

同

国

政

府

も

ま

た
、

八

月

三

日

付

の

駐

英

日

本
公

使

宛

照

会

に

よ

り
、

日

本

側

の

責

任

を
追

及

す

る

姿

勢

を

示
し

た
。

し

か

し

撃

沈

ま

で
の

詳

し

い

経

緯

が

判
明

す

る

と
、

日

本

側
の

と

っ

た

措

置

が

国

際

法

上
、

妥

当

な

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

が

明

か

に

な

る
。

ま

た

上

海

の

英

国

海

事

審

判

所

が

日
本

に

有

利

な

判

断
を

下

し
、

さ

ら

に
英

国

を

代

表

す

る

国

際

法

学

者

ウ

ェ

ス

ト

レ

イ

ク

（
≦
Φ
の
二

更
Φ鴇

ｑ
ｏ

ぎ
）
、

ホ

ラ

ン

ド

（
国
Ｏ
一
一
〇
ご
α

》

日
げ
Ｏ
日

Ｏ
ω

国
・
）

両

博

士

も

、

そ

れ

ぞ

れ

『
タ

イ
ム

ズ
』

紙

上

に
見

解
を

発

表

し

て
、

日

本

の

行

動

を

是

認

し

た

こ

と

か

ら
、

イ

ギ

リ

ス

政

府

も

こ

れ

を

認

め
、

以

後

日

本

側

の

責

　
　

　

任

を

追

及

す

る

こ

と

は

な

か

っ

た
。

②
天
橋
丸
事
件

日

清

開

戦

の

直

後
、

日

本

の
商

船

天

橋

丸

が

そ

の

事

実
を

知

ら

ず

に

清

国

の

大

沽

に

入
港

し
、

そ
の

ま

ま

清

国

政

府

に

抑

留
さ

れ

る

と

い

う

事

件
が

起

っ

た
。

同

船
と

そ

の

乗

組

員

は
、

清

国
側

の

好

意

に

よ

り

ほ
ど

な

く
解

放
、

日

本

に
送

還

さ

れ

た

が
、

平
和

回

復

後

に

同

船

の

船
主

お

よ

び

荷

主

は

日
本

政

府

に

た

い

し
、

抑
留

に

よ

っ

て
生

じ

た
損

害

の

補

填

を

訴

え

出
た
。

１９９８
．
１２
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こ

れ

に

対

し

日
本

政

府

は

「
交

戦

ヨ

リ

生

シ

タ
ル

損

害

二

対

ス

ル

要

求

ハ

［
中

略
］

構

和

条

約

ノ

締

結

ト

共

二
、

特
二

保

有

シ

置

キ

タ

ル

モ

ノ

・

外

総

テ

消

滅

ス

ル

モ

ノ

ナ

レ

ハ
、

今

日

二

於

テ

清

国

政

府

力
、

交

戦

ヨ

リ
生

シ

タ

ル

損

害
ニ

ツ

キ

帝

国

臣

民

ヨ
リ

要

求

ヲ

受

ク

ル

ノ

責

ナ
シ
」

ま

た

「
帝

国

政

府
ハ

交

戦

ヨ

リ
生

シ

タ

ル

損

害

二

対

シ

テ
ハ

［
中
略
］

政

略

上

ヨ

リ
ハ

格

別

法

律
上

之

ヲ
賠

償

ス

ル

ノ

義

務

ナ

シ
」

（
『
日

本

外

交

文

書
』

第

二

七

巻
二

冊
、

文

書

七

八

三

附

記

一
、

た
だ
し
適
宜
読
点
を

付
し
た
）

と

し

て

要

求

に
応

じ

ず
、

ま

た

今

後

同

種

の

請

願
が

な

さ

れ

た

場

合

に
も
、

一

切

そ
れ

ら

に
応

じ

な

い

こ

と

　
　
　

を

閣

議

決

定

し

た
。

③

シ

ド

ニ
ー

号

事

件

日

清

戦

争

中

の

一

八
九

四

（
明
治
二
七
）

年

＝

月

五

日
、

日

本

の

軍

港

警

備

艦

筑

波

が
、

神

戸

港

に
お

い

て

フ

ラ
ン

ス

民

間

会

社

の

郵

船

シ

ド

ニ

ー

（
ω
旨

器
図
）

号

を

臨
検

し
、

乗

船

客

の

米

国

人

二

名

と

同

行

の

清

国

人

一

名
を

拘

束

し

た
。

そ

の

理

由

は
、

米

国

人

ら

が

清

国

政

府

と

の

契

約

に
基

き
、

そ

の

軍

事

技

術

に

よ

っ

て

日

本

へ

の

敵

対

行

為

に

従

事

す

る
た

め
、

清

国

へ

の

渡

航

を

企

て

て

い

た

と

い

う

も

の

で

あ

り
、

そ

の
証

拠

と

し

て

雇

傭

契

約

書

な

ど

が

押

収

さ

れ

た
。

な

お
、

シ

ド

ニ

ー

号

は

こ

れ

ら

三

名

の

拘

束

の

の

ち
、

た

だ

ち

に

解

放

さ

れ

た
。

こ

れ

ら

の

措

置

に

対

し
、

フ

ラ

ン

ス

公

使

は

日

本

側

に

抗

議

を

申

し

入

れ
、

フ

ラ

ン

ス
国

籍

の

船

舶

に

日

本

政

府

の

管

轄

権

は

及
ば

な

い
と

主

張

す

る
。

ま

た
、

在

神
戸

フ
ラ

ン

ス
副

領

事

は

兵

庫

県

知

事

を

通
じ
、

同

船

の

抑

留

に

よ

り
発

生

し

た

損
害

の
賠

償
を

要
求
し

た
。

日

本
側

は

こ

れ

ら

の

抗

議

に

対
し
、

臨

検
お

よ

び

米

国

人

ら

の

拘

束

は
、

交

戦

国

と

し

て

の

当

然

の

権
利

を

行

使
し

た

に
す

ぎ

な

い

と

反

論
。

結

局
、

フ

ラ

ン

ス

側

が

日

本

側

の

主

張

の

正

当

性

を

認

め

た

た

　
ヨ
　

め
、

賠

償

の

要

求

も

立

消

え

と

な

り
、

事

件

は

そ

の

ま

ま

落

着

し

た
。

④

朝
鮮

へ

の

寄

贈

金

一

件

一

八

九

五

（
明
治
二
八
）

年

七

月
か

ら

翌

月

に

か

け

て
、

駐

朝

日

本
公

使

井

上

馨

は
、

朝

鮮

国

王

に
三

度

に

わ
た

り
内

謁

し

た
。

そ

の

目
的

は
、

両

国

関

係

改

善

の

た
め

国

王

と

忌
愕

な

く
意
見

を
交

換
し
、

そ

の

疑

念

を

解

く

こ

と

に

あ

っ

た
。

そ
の

際

井

上

公

使

は
、

本

国

か
ら

の

訓

令

に
従

っ

て
、

朝

鮮

に

対

し

て
三

〇

〇

万

円

を

寄

贈

す

る

旨
の

申

し

入
れ

を

お

こ
な

う
。

寄

贈

の
趣

旨

は
、

今

回

の

戦

争

で

朝

鮮
半

島

の

黄

海
、

平

安
、

忠

清

各

道

が

日
清

の

戦

場

と

な

っ

た

こ
と
、

ま

た

そ
れ

が

同
地

方
の

農

作

物

の

減
収

を

も

た

ら

し
、

ひ

い

て

は

朝
鮮

政

府

の
財

政

事

情

を

悪

化

さ

せ

て
い

る

こ

と

な

ど

か

ら
、

今

回

の
戦

争

で

朝
鮮

が

被

っ

た

「
損

傷

ヲ

填

補

ス

ル
」

（
『
日

本

外

交

文

書
』

第
二

八

巻

一

冊
、

文

書
二

四
八

附

属

書
）

と

い

う

も

の

で

あ

っ

た
。

た

だ

し

寄

贈

の

時

期

に

つ

い

て

は
、

日

本

側

で
議

会

の

賛

成

を

得

る

必

要
が

あ

る

た
め
、

臨
時

議

会

が

召

集

さ

れ

る

秋

以

降

に

な

る

と

し

た
。

し

か

し

予

定

さ

れ

て

い

た

臨

時
議

会

は

召
集

さ
れ

ず
、

そ

の

た

あ

レ フ ァ レ ン ス
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「
明 治 後期 にお け る 日 本 の 国 家 間 賠 償 （二）

本

件

は

通

常

議

会

で

の

審

議

を

ま

つ

こ
と

と

な

っ

た

が
、

同

年
一

〇

月

八

日

に
、

親

日

派

の

ク

ー

デ

タ

で

あ

る

乙

未

の

変

（
閲
妃

殺
害

事

件
）

が

発

生

し

た

た
め
、

そ

の

混

乱

の
中

で
本

件

も

立

消

え

と

な

っ

　
る
　た

。こ

の

寄

贈

金

に

つ

い

て

は
、

朝

鮮

側
が

要

求

し
た

も
の

で

は
な
く
、

日

本

側

が

自

主

的

に

支

払

を

申

し

出

た
も

の

で
あ

る
。

し

か

し

日
清

戦

争

に

よ

る

損

害

を

填

補

す

る

と

の

名

目
の

も

と
、

両

国

の

関
係

改

善

と

い

う

政

治

的

目

的
を

も

っ

て

計

画

さ
れ

た

も

の

で
あ

り
、

こ

れ

が

実

施

に

至

っ

て

い

れ
ば
、

や

は

り

他
の

事

例

と

同

様

に
、

国

家

間

賠

償

の

一

例

と

な

っ

た
と

考

え

ら

れ

る
。

二

第
二
次
防
穀
令
事
件

一

九

〇

一

（
明
治
三
四
）

年

七

月
二
一
二
日
、

韓

国

皇

帝

は
、

翌

月

二

五

日

以

降

米

穀

の

輸

出

を

禁

ず

る
と

の

詔

勅
、

い

わ

ゆ

る

「
防

穀

令
」

を

発

し

た
。

日

本

側

は
、

当

時

の
韓

国

が

全

般

的

に

み

て
凶

作

の

虞

れ

の

少

い

こ

と
、

ま

た

禁

輸

の

対
象

が

米

以

外

の

雑

穀

に

ま

で

及
ぶ

の

は

条

約

違

反

で

あ

る

こ

と
な

ど

を

理

由

に
、

そ

の

実

施

に

反

対

し

た
。

防

穀

令

は
、

翌

月

予

定
ど

お

り

施

行
さ

れ

た

が
、

日

本

側

の

主

張

を

受

け

て

米

以

外

の

穀

物

は

対

象
か

ら

外

さ

れ

る
。

ま

た

同

国

の

重

要

な

輸

出

品

目

で

あ

る

米

の

長

期

に
わ

た

る

禁

輸

は
、

そ

の

経

済

に

深

刻

な

打

撃

を

与

え

る

お

そ
れ

が

あ

り
、

同

令

は

施

行

後

八

○

日

ほ

ど

で

解

除

さ

れ

た
。

日
本

側

は
、

防

穀

令

の

実

施
期

間

の

短

か

っ

た

こ
と
、

ま

た

条

約

の

解

釈

等

に

つ
き

自

国

の

主

張
が

ほ

ぼ

貫

徹

さ

れ

た

こ
と

な

ど

を

評

価

し
、

第

一

次

事

件

と

は

異

り
、

賠

償

な

ど

の

要

求

は
一

切

行

わ
な

（
５
）

〉

つ

こ

ｏ

去
刀

チ
ハ

三

日

露

戦

争

一

九

〇

四

（
明
治
三
七
）

年
二

月

に

始

ま

っ

た

ロ

シ

ア

と

の

戦

争

に

対

し

て
、

日

本

政

府

が

投
じ

た

国

費

は
一

八

億

二

六

二

九

万

四
八

　
　

　

三

円

九

二

銭

九

厘

に

達

し
た
。

そ

の
た

め

講

和

会

議

に

お

い

て

日
本

側

は
、

ロ

シ

ア

側

に

一
二

億

円

の

軍

費

賠

償

（
軍
費

払
戻
金
）

の

支

払

を

求

め

た

が
、

こ

れ

が

ロ

シ

ア

側

の

峻

拒

に

遭

っ

て

実

現

を

み

な

　
　
　

か

っ

た

こ

と

は

周

知

の

通

り

で

あ

る
。

な

お

講

和

条

約

第

＝
二
条

は
、

日
露

両

国

の

俘

虜

を

相
互

に

送

還

す

る

こ

と

を

定
め

る
と

共

に
、

そ
の

「
保

護

給

養
」

に

要
し

た

費

用

　
　
　

を

算

出

し
、

差

額
を

清

算

す

る

こ
と

を

定

め

た
。

こ

の
規

定

に

基

き

日

本

側

は
、

一

九

〇

七

（
明
治

四

〇
）

年

一

一

月

二

三

日
、

ロ

ン

ド

ン

に

お

い

て

英

貨

四

八

六

万

四

四

〇

ポ

ン

ド

一

九

シ

リ

ン

グ

六

ペ

ン

　
　
　

ス

（
四

七

四

五

万

二

四

八

五
円

二
一
二
銭

八

厘
）

を

受

領

し

て

い

る
。

し

か

し

講

和

会

議

で
の
、

こ

の
規

定

に

つ

い

て

の

日

露
全

権

の

や

り
と

　
り
　

り

か

ら

み

て
も
、

こ

れ

は

政
治

的

な

意

味

合
い

の
含

ま

れ

な

い

純

然

た

る

経

費
の

償

還

と

捉

え

る
べ

き

も

の

で
あ

っ

て
、

賠

償

と

は

み
な

１９９８
．
１２
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し

が

た

い
。

四

楊

尊
三

事

件

一

九

〇

六

（
明
治
三
九
）

年

一

二

月
、

関

東

都

督

府

奉

天

警

務

署
　
け
　

内

に

て
清

国

人

楊

尊
三

が
、

日
本

人

巡

査

に

よ
っ

て
斬

り
殺

さ
れ

た
。

日
本

側

は

清

国

側

の

問
合

せ

に
対

し
、

同

人

が

取

調

中

に

逃

亡
を

図

り
、

さ

ら

に

警

備

の

巡
査

に

危

害

を

加

え

よ

う

と

し

た

た
め
、

正

当

防

衛

の

措

置

と

し

て

こ
れ

を

斬

殺

し

た

と

報

告

す

る
。

し
か

し

清

国

側

は

こ

れ

に

納

得

せ
ず
、

遺

体

の

検

分

を

行

っ

た

う

え

で
、

同
人

は

巡

査

に

よ

っ

て

一

方
的

に

殺

害

さ

れ

た

と

主

張
、

当

該

巡
査

の
処

罰

と

賠

償

の

支

払

を

要
求

し

た
。

当

時

両

国

間

に

は
、

満

洲
地

方

に

お

け

る

警

察

権
、

ま
た

日
本

軍

軍

律

の

適

用

範

囲
を
め

ぐ

る
争
が

あ

り
、

清

国

側

は

こ

れ

ら
の

要

求

と

あ

わ

せ

て
、

奉

天

警

務

署

の
廃

止

と
、

同
署
内
に
勾
留
中
の
清
国
人
三
名
の
即
時
引
渡
し
を
求

窪

・

ハ

そ

の

後
、

清

国
側

の

交

渉

担

当

者

で

あ

る

趙

爾

巽

奉
天

総

督

の

転

任

が

決

り
、

そ
れ

を

機

に

本

件

も
、

蓋

平

漁

業

公

司

事

件

（
第
一

章

九
参
照
）

な

ど
と

併

せ

て

解

決

を

図

る

こ

と

と
な

る
。

結

局

清

国

側

が

賠

償
な

ど

の
要

求

を

取

下

げ

る

一

方
、

日

本

側
も

同
人

を

斬

殺

し

た

巡
査

を

処

分
し
、

ま

た

今

後

か

か

る

行

為
が

繰
返

さ

れ

ぬ

よ

う

取

　
お
　

締
を

強

化
す

る

こ

と

と
な

っ

た
。

そ

の

後
、

日
本

側

は

当

該

の

巡

査

セ
　

を

諭

旨

免

職

に

処

し
、

こ

こ

に

事

件

は

落

着

し

た
。

第
三
章

参
考
事
例

本

章

で
は
、

金

銭

の

授

受

は

あ
っ

た

も

の

の

国

家

間
賠

償

と

は

い

い

が
た

い

事

例
、

た

と

え

ば

在

留
邦

人

が

居

留

国

政

府
と

直

接

交

渉

し
、

金

銭

を

受

領

し

た

事

例

な

ど
を

紹

介

す

る
。

メ

イ
ン

号

爆

沈

事

件

一

八

九

八

（
明

治
三
一
）

年

二

月

一

五

日
、

米

国

戦

艦

メ

イ

ン

（］
≦
巴
昌
Φ
）

号

は
、

ス

ペ

イ

ン

領

キ

ュ

ー

バ

の

ハ

バ

ナ

港

に

て
、

突

如

爆
発

を

お

こ

し

沈

没

し

た
。

こ
の

「
メ

イ

ン

号

爆

沈
事

件
」

は
、

米

西

戦
争

勃

発

の

直

接

原

因

の
一

つ
と

な

っ

た

著

名
な

事

件

で
あ

る

が
、

同
号

に

は

邦

人

九

名

が

料

理
人

な

ど

と

し
て

乗
り
組

ん

で
お
り
、

彼
ら

の

う

ち

七

名

が

犠

牲

と

な

っ
た
。

こ

れ

ら

日

本
人

の

損

害

お

よ

び

犠
牲

に

対

し

米

国

政

府

は
、

米
国

人

乗

組

員

や

そ

の
遺

族

な

ど

に

対
す

る

の

と

同

様
、

そ

の

損

害
を

補

填

し

手

当

金

を

支
給

す

る

こ

と

と

し

た
。

そ

の

結

果
、

生

存

者

二

名

は

合

計

し

て

五

八

○

余

ド

ル

を
、

」
ま

た

死

亡

者

七

名

の

う

ち
、

五

名

の
遺

族

は
、

合

せ

て
一

四
二

一

ド

ル

一

三

セ

ン

ト

を
、

米

国

政

府

か

ら

受

領

し

た

（
残

る

死

亡

者

二

名

の

分

に

　
め
　

つ

い

て

は

不

明

で
あ

る
）
。

レ フ ァ レ ン ス
一 ７８ 一

１９９８
．
１２



「
明 治 後 期 に お ける 日 本 の 国 家 間 賠 償 （二）

二

タ

ー

ボ

号

事

件

（
附
・
千
島
艦
事
件
）

一

八

九

八

（
明
治
二

八
）

年

五

月

二

一

日
、

長

崎

港

に

お

い

て

イ

ギ

リ

ス

汽

船

タ

ー

ボ

（
臼
¢
弓
げ
ｏ
）

号

と
、

日

本

の

巡

洋

艦

浪

速

の

衝

突

事

故
が

発

生

し

た
。

タ

ー

ボ

号

を

所

有

す

る

イ

ギ

リ

ス

の

民

間

会

社

は

同
月

二

七

日
、

同

国

領

事

館

お

よ

び

神

奈

川

県

庁

を

通

じ

て

海

軍

省

に
損

害

の

賠

償

を

要

求

す

る
。

し

か

し

海

軍

省

側

は

調
査

の

結

果
、

事
故

の

責

任

は

タ

ー

ボ

号

側

に

あ

る

と

し

て
、

八

月
二

七

日

に

神

奈

川
県

知

事

を

通

じ

て
、

こ

れ

を

拒

絶

す

る

旨

回

答

し

た
。

同

年
一

〇

月

二

九

日
、

英

国

公

使

は

日

本

側

に
、

事

件

に

つ
い

て

再

考

を

求
め

る
。

ま

た

同

時

に
本

件

の

処

理

を
、

両

国

お

よ
び

第

三

国

の

海

軍
士

官

の

合

議

に

よ

る

裁

定

に

委

ね

る

こ

と

を

提

案
し

た
。

こ

れ

に

対
し

日

本

側

は
、

事

件

に

つ
い

て

日

本

側

に

何

の

非
も

な

い

こ

と
、

ま
た

こ

の

種

の

事

件

を
、

か

か

る

裁

定

に

委

ね

る

国
内

法

規

の

存

在

し
な

い

こ

と

を

理

由

に
、

こ

れ

ら

の

要

求

お

よ
び

提

案

を

拒

絶

し

た
。

そ

の

後
、

海

軍

省

と

民

間

会

社

が

直

接

に

協
議

す
る

こ
と
と

な
り
、

同

年

一
二

月

一

二

日

に

妥

協

が

成

立
。

海

軍

省

が

タ

ー
ボ

号
の

修

理

代

実

費
と

し

て
日

本

紙

幣

金

一

五

一

〇

円

を

支

払

う

代

り

に
、

会

社

　
　
　

は

修

理

中
の

滞

在

費

用

の

請

求

を

拠

棄

す

る

こ
と

と

な

っ

た
。

な

お
、

本

件

に

類

似

す

る

事

例

と

し

て

「
千

島

艦
事
件
」

が

あ
る
。

こ

れ

は
一

八

九

二

（
明
治
二

五
）

年

＝

月
、

瀬

戸

内

海

の

愛

媛

県

興

居

島

沖

に

お

い

て

日
本

の

水

雷

砲

艦

千

島
が
、

イ

ギ

リ

ス

郵

船

と

衝

突

し

沈

没

し
た

事

件

で
、

郵

船

の

所

有

者

で
あ

る

イ

ギ

リ

ス

の

民

間

会

社

と
、

会

社

の

責
任

を

追

及

す

る

日

本

政
府

の

争

と

な

っ

た
。

領

事

裁

判

権

の

関

係
か

ら
、

日

本

側

が

会

社

に
八

五

万

円

の

賠

償

支

払

を

求
め

る

裁

判

は
、

横

浜

の

イ
ギ

リ

ス

領
事

館

で

開

か

れ

た
が
、

会

社

側

が

反

訴
を

起

し

た

こ

と
か

ら

そ

の
解

決

は

長

引

き
、

一

八

九

五

（
明
治
二
八
）

年

九

月

に

な

っ

て
漸

く
、

イ

ギ

リ

ス

外

務

省

の

斡

旋

に

よ

る

和

解
が

成

立
。

会

社

は
訴

訟

費

用
を

負

担

し

た

ほ
か
、

日

　
レ
　

本

政

府

に
一

万
ポ

ン
ド

（
九
万
九
九
五
円
二
六
銭
）

を

支

払
っ

た
。

こ

れ

ら

の
事

件

で
は
、

最

終
的

に

民

間

会

社

自

身

が
、

実

質

的

に

も

形

式

的

に
も

紛

争

の

一
方

の
当
事

者
と

し
て
、

自

ら
の

判
断
に

よ
っ

て

事

件
を

落
着

さ

せ

て

い

る
。

し

た

が

っ

て

そ

こ

で

支
払

わ

れ

た

金

銭

に

つ

い

て
も
、

そ

れ

を

国

家
間

の

賠

償

と

み

る

こ
と

は

適

切

で

な

い

と

思

わ

れ

る
。

三

ハ

ワ
イ

防

疫

焼

却

事

件

一

八

九

九

（
明
治
三
二
）

年
一

二

月

か

ら

翌

年

三

月

ま

で
、

ハ

ワ

イ

諸
島

に
お

い

て

ペ

ス

ト
が

発

生

し
、

七

〇

余

名
が

罹

患

し

た
。

ハ

ワ
イ

当

局

は

そ

の

制

圧

に
努

め
、

そ

の

一

環

と

し

て
罹

患

者

家

屋

の

焼

却

を

行

う
。

し

か

し
一

九

〇

〇

（
明

治
三

三
）

年

一

月

二

〇

日

に

ホ

ノ

ル

ル

で

行

わ

れ

た

焼
却

作

業

は
、

付

近

の

日
清

両

国

人

街

へ
の

飛
火

を

招

き
、

街

全

体

に
及

ぶ

大

火
を

引
起

し

た
。

そ

の

被
害

は

日

１９９８
．
１２
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本

人

に

関

す
る

も

の

に

限

っ

て

も
、

焼

失

家

屋

一

七
六

棟
、

家
屋

や

　
に
　

財

産

を

喪

っ
た

者

は

三

五

八

九

名

に

及

ん

だ
。

事

件

に

対
し

現

地

の

邦

人

は
、

た

だ

ち

に

当

局

に

対
し

て
損

害

の

賠

償

を

要

求
す

る
。

こ

れ

に

対

し

ハ

ワ

イ

政

府

は
、

被
害

者

側

に
著

し

く

不

利
な

賠

償

特

別

法

廷

を

設

置

す

る

な

ど
、

誠
意

あ

る

対

応

を

示

さ

な

か

っ

た
。

そ

の

た

め

日

本

政

府

は
、

ホ

ノ

ル

ル

領

事

館

を

通

じ

て
ハ

ワ
イ

政

府

に

働

き

か

け

る

一

方
、

駐

米

日

本
公

使

や

駐

日
米

国

公
使

を

通

じ

て

米

国

政

府

の

注

意

を

喚

起

し
、

事

件

へ

の

善

処

を

求

め

た
。

そ
の

結

果
、

一

九

〇

一

（
明
治
三
四
）

年

四

月

に

新

た

な

賠

償

法

廷

の

設

立

が

決

定

さ

れ
、

同

年

五

月

か

ら

翌
年

六

月

ま

で
請

求

の

受

理

お

よ

び

審

理

が

行

わ

れ

た
。

そ

し

て

日

本
人

被
室
暑

に

関
し

て
は
、

請

求

件

数

二

五

七

四

件
、

請

求

額

六

三

万
九

七

四
ニ

ド

ル

九

九

セ

ン

ト

に

対

し

て
、

三

三

万
三

七

三

〇

ド

ル
一

〇
セ

ン

ト

の

支

払

が

ハ

ワ

　
ゆ
　

イ

当

局

に

命

じ

ら

れ

た
。

本

件

の

賠

償

は
、

あ

く

ま

で

も
ハ

ワ
イ

当

局

と

在

留

邦

人

の

間

の

も

の

で

あ

る
。

ま
た

事

件

に

対
し

て

日
本

政

府

が

行

っ

た
、

米

国

政

府

の

注

意

を

喚

起
す

る

措

置

に

つ
い

て
も
、

日

本

側

は

そ

れ

を
、

外

　
　
　

交

的

保

護

権

の
発

動

と

は

み
な

し

て
い
な

い
よ

う
で

あ
る
。

し

た
が

っ

て

本

稿

で

も
、

こ
れ

ら

の

点

を

考

慮

し

て
、

本

件

を

国

家

間

賠

償

の

事

例

か

ら

除

外
し

た
。

四

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

邦

人

食
堂

襲

撃

事

件

一

九

〇

七

（
明

治

四
〇
）

年

五

月

二

〇

日
、

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

市

内

に

て
、

日

本

人

の

経

営

す

る
洋

食

堂

お

よ
び

風

呂
屋

が

暴

徒

約

五

〇

名

に

襲

撃

さ

れ
、

家

屋

の

窓
ガ

ラ

ス

が

破

砕

さ
れ

た

ほ

か
、

家

具
・

什

器

類

が

掠

奪

さ

れ

た
。

ま
た
、

そ

の

ほ
か

の
邦

人

が

経

営

す

る

食

堂

数

店

に

対

し

て

も
、

こ

の

前
後

数

日

に

亘

り
、

営

業

妨

碍
な

ど

の

嫌

が

ら

せ

が

な

さ

れ

た
。

日

本

政

府

は
、

連

邦

政

府

と

事
件

の

善

後

策
に

つ
き
協

議
を
行

う
。

そ

し

て
、

暴

徒

の

行

為

に

由

来

ず

る
損

害

に

つ

い

て

は
市

が

そ

の

責

　
　
　

任

を

負

う

旨

の

カ

リ

フ

ォ

ル

ニ

ァ

州
法

上

の

規

定

に
基

き
、

被

害

者

が

直

接
、

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

市

に

賠

償

を

求

め

る

こ

と

と

な

っ

た
。

連

邦

政

府

も

ま

た
、

こ

れ

を

全

面
的

に

支

援

す

る

こ
と

を

約

し

た
。

そ

の

結

果
、

連

邦

検

事

の

支

援
を

受

け

た

被

害

日

本
人

店

主

ら

を

原

告

と

し
、

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス
ｂ

市

を

被

告

と

す

る

裁

判

が

開

始

さ

れ

る
。

し

か

し

翌

年

三

月

に

は
、

両
者

の

間

で

解

決
条

件

に

つ
い

て

の

合

意

が

成

立

し
、

店

主

ら

の

要

求
額

五

七

五

ド

ル

に
対

し

て
、

市

　
　
　

が

四

五

①

ド

ル

を

支

払

う

こ

と

で
決

着

し

た
。

こ

の

賠

償

は
、

ア

メ

リ

カ

に

居
住

す

る

被

害

者
が
、

現

地

の

法

律

に

し

た

が

い

当

局

か

ら

直

接

に

受
領

し

た

も

の

で

あ

り
、

さ

き

に

述

べ

た

ヴ

ァ

ン

ク

ー

ヴ

ァ

ー

暴

動

（
第
一

章

一

〇

参

照
）

と

は

異

り
、

国

家

間

賠

償

と

は

い

え

な

い
。

し

か

し

そ

の

本

質

は
、

排

日

運

動

に

よ

レ フ ァ レ ン ス
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り
損

害

を

被

っ

た

在

留

邦

人

に
対

し
、

在

留

国

側

が

そ

れ

を

補

填

し

た

と

い

う

点

で

共

通

し

て

い

る
。

な

お
、

こ

の

時

期
、

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

で

は

日

本

人

商

店

に

対

し

て
、

同

じ

よ

う

な

排

外

主

義

に
基

く

嫌

が

ら

せ

が

頻

り

に

な

さ

れ

　
　
　

て

い

た

よ

う

で

あ

る
◎

特

徴

に

つ
い

て

考

察

す

る
。

考
察

に
際

し

て

は
、

筆

者
が

さ

き

に

本

誌

五

六

三

－

四

号

に

発

表

し

た

「
明

治

前

期

に

お

け

る

日
本

の

国

家

間
賠

償
」

（
以
下
前
稿
と
す
る
）

の

内

容
を

踏

ま

え
、

そ

こ

で

紹

介

し

た

幕

末

維

新

期

か

ら

日

清

戦

争

前
ま

で

（
明
治
前

期
）

の

諸

事

例

と

比

較

す

る

か

た

ち

で
、

そ

の

特

徴

を

明

か

に

す

る
。

１９９８．１２

五

メ

キ

シ

コ

炭

磧

事

故

「
賠

償

の

五

類

型
」

の
確

認

明 治後 期 に お け る 日 本 の 国 家 間 賠 償 （二）

一

九

一

〇

（
明

治

四
三
）

年

九

月

三

〇

日
、

メ

キ

シ

コ

の

ラ

ス

・

エ

ス

ペ

ラ

ン

サ

ス

（
ピ
霧

国
呂

霞

雪

８
ω
）

炭

破

パ

ラ

ウ

（
℃
巴

窪
）

第

二

坑

に

て

爆

発

事

故

が

発

生

し

た
。

事
故

に
よ

り

日

本
人

礪

夫

一

五

名

が
…
犠

牲

と

な

っ

た

が
、

炭

磯

会

社

は
、

犠
牲

者

の

う
ち

東

洋

移

民

合

資

会

社

が

扱

っ

た

＝

名

に

対

し

て
、

契

約

に
基

き

＝

一
〇

メ

キ

シ

コ

ド

ル

を

「
賑

憧

金
」

と

し

て

支

払

う

こ

と

と

な

っ

た
。

一

方
、

他

の

移

民

会

社

が

扱

っ

た

四

名

の

う

ち

二

名

に

つ

い

て

も
、

遺

族

の

要

求

に

よ

り
、

炭

磧

会

社

か

ら

弔

慰

金

と

し

て

四

〇

メ
キ

シ
コ

ド

ル

が

支

給

さ

れ

る

こ

と

と

な

っ

た

が
、

こ

の

支

払
が

実

際

に

行
わ

れ

た

か

ど

う

か

は

明

か

で

な

い
。

ま

た

残

る

二

名

に

つ

い

て

は
、

遺

族

か

　
　
　

ら

の

請

求

の

記

録

も

な

く
、

そ

の

結

末

は

不

明

で

あ

る
。

第
四
章

明
治
後
期
の
国
家
間
賠
償
の
特
徴

本

章

で

は
、

以

上

紹
介

し

て

き

た

諸

事

例

の
な

か

に

見

出

さ
れ

る

筆

者

は

前

稿

に

お

い

て
、

明

治
前

期

に

お

け

る

日
本

の

国

家

間

賠

償

の

諸

事

例

を
、

次

の

五

つ

の

類

型

に

よ

っ

て

整

理

し

た
。

・

国
際

違

法

行

為

に

対

す

る

法
的

義

務

の

履

行
と

し

て
の

損

害

の

補

填
の

う

ち
、

直

接

の

被

害

者
が

国

家

で

あ

る
も

の

（
第
一
類
型
）

・

国
際

違

法

行

為

に

対

す

る

法
的

義

務

の

履

行
と

し

て
の

損

害

の

補

填
の

う

ち
、

直

接

の

被

害

者
が

私

人

で

あ

る
も

の

（
第
二

類
型
）

・

紛
争

の

政

治

的

解

決

の

た
め

の

金

銭

の

給

付

（
第
三
類
型
）

・

戦

費

賠

償

（
第

四
類

型
）

・
領

土

等

の

授

受

に

伴

う

金

銭
の

給

付

（
第
五
類
型
）

本

稿
は

こ

れ

ま

で
、

日

清

戦

争
か

ら

明

治

末

ま

で

（
明
治

後
期
）

の

国

家

間
賠

償

の

諸

事

例

を

み

て
き

た

が
、

筆
者

は

こ

れ

ら

に

つ

い

て

も
、

こ

の

五

類

型

に

よ

っ

て

整

理

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

考

え

る
。

本

節

で

は

以

下
、

こ

の

点

に

つ

い

て

確

認

す

る

こ

と

に

し

た

い
。

①

国
際

違

法

行

為

に

対

す

る
法

的

義

務

の

履
行

と

し

て

の

損

害

の

補

填

（
第

一

・

第

二
類

型
）
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国

家

間

賠

償

の

第

一

・

第

二

類
型

は
、

国

際

法

に

違

反

す

る

行

為

を

契

機
と

し

て

実

施

さ

れ

る

も

の

で
あ

る
。

そ

の

う

ち
、

違

法

行

為

の

直

接

の

被

書

者

が

国

象

で

あ

る

庵
の

を

第

一

類

型

と

呼

び
、

私

人

で
あ

る

も
の

を

第

二

類

型
と

よ
ぶ
。

た

だ

し

国

際

違

法

行

為

の

存

在

に

つ
い

て
、

賠

償
を

支

払

う

側
が

こ

れ

を

認

め

る

必

要

が

あ

る
。

明

治

後

期

に

日

本
が

関

与
し

た

国

家

間

賠

償
の

事
例

の
な

か
に

は
、

第

二

類

型

に
属

す

る
も

の
が

少

か

ら

ず

見

受

け

ら
れ

る
。

た

と

え
ば

ス

ヱ

レ

ス
号

事

件

は
、

日
本

の

軍

艦

が

他

国

の

民

間

船

舶

を
、

国

際

法

に

違

反

し

て

公

海
上

で
臨

検

し

た

も

の

で
、

日

本

政

府

は

そ

の

非

を

認

め

賠

償

の

支

払

を

約

し

た
。

ま

た

牛

荘

事

件

で

は
、

ロ

シ

ア

将

兵

が

在

留

邦

人

の

財

産

を

掠

奪

し

た

こ

と

に

つ

い

て
、

当

時

日

本
の

利

益

保

護

国

で

あ

っ

た

米

国

の

領

事

が
、

ロ

シ

ア
側

の

責

任

を
追

及

し
、

そ

の

非

を

認

あ

さ

せ

た

上

で

賠

償

金
を

受

け
取

う

て

い

る
。

さ

ら

に
、

日

露

戦

争

中

に

日

本

の

軍

艦

が

英

国

汽
船

を

不
当

に

傘

捕
し

た

イ

ー

ス

ト

リ

ー

号

事

件
、

公

海

上

で

日

本
猟

船

が

ロ
シ

ア

の

軍
艦

に

皇

捕

さ

れ

た

三

重

丸

事

件

な

ど

も
、

こ

の
第

二

類

型

に

属
す

る
事

例
と

考

え

ら

れ

る
。

一

方
、

第
一

類

型

に

属

す

る

事

例

は
、

明
治

後

期

の

諸

事

例

中

に

は

見

当

ら
な

い
。

し

か

し

日

清

開

戦

に
際

し

て
、

帰

国

途

中

の

日
本

　
お
　

領

事

一

行
が

清

国

兵

か

ら

暴

行
を

受

け
た

重

慶

号
事

件
に

つ
い

て
は
、

も

し

そ

れ

が

賠

償
金

の

支

払

に
ま

で
発

展

し

て

い

れ

ば
、

こ

の

第

一

類

型

に

分

類

さ

れ

る

事

例

に
な

っ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る
。

②

紛

争

の

政

治

的

解
決

の

た

め

の

金
銭

の

給

付

（
第
三
類
型
）

国

際

違

法

行

為

の

認
定

を

経

る

こ
と

な

く
、

紛

争

の

迅
速

か

つ

穏

便
な

解

決

の

た
め

に
支

払

わ

れ

る

の
が
、

こ

の

第

三

類
型

の

賠

償

で

あ

る
。

た
だ

し

政

治
的

解

決

で

は

あ
っ

て
も
、

戦

争
な

ど
の

武

力

紛

争

の

あ

と

に

支

払
わ

れ

る

も

の

は

次
項

で
述

べ

る

「
戦
費

賠

償
」

と

な

り
、

こ

れ

と

は

区

別

さ

れ

る
。

明

治

後

期

の

諸
事

例

を

見

る

と
、

こ
の

第

三

類

型

の

賠
償

も

数

多

く

見

出

さ
れ

る
。

た

と

え

ば

ハ

ワ
イ
移

民

入

国

拒

絶

事

件

で
、

ハ

ワ

イ

共

和

国

政

府

は
自

ら

の

法

的

責

任
を

認

め

な

か

っ

た

も
の

の
、

和

解

の
た

め

に
賠

償
金

を

支

払

っ

て

い

る
。

ま

た

朝

鮮

国
王

播

遷

事

件

の
よ

う

に
、

問
題

の

早

期

解

決

の

た
め
、

暴

動

に

関

す

る
韓

国

政

府

の

責

任

に
あ

え

て
触

れ

な

か

っ

た

も
の

や
、

日

本

が

自
発

的

に

救

憧

金

を

与
え

る

こ
と

で
問

題

を

処

理

し
た

ア

ン

タ

イ

オ
ピ

号
事

件

も
、

こ

の

類

型

に

該

当

す

る
。

そ

の

ほ

か

ヴ

ァ

ン

ク

ー

ヴ

ァ

ー

暴

動

や

杭

州

暴
動
、

第

二

辰

丸

事

件
、

日

露

戦
争

に

関

す

る

諸

雑

件
の

処

理
、

パ

ロ

ス

号

事

件

も
、

こ

こ

に

属

す

る

事

例

と

い

え

る
。

③

戦

費

賠

償

（
第
四
類
型
）

戦

費

賠

償

と

は
、

戦

敗

国

が

戦

勝
国

に

対

し

て

行

う
金

銭

給

付

の

一

形

態

で
、

し

か

も

第

三

類

型

と

同
じ

く

「
国

際

違

法

行
為

を

契

機

と

す

る

法

的

義

務

の

履

行

と

し

て

の
損

害

の

補

填
」

に
は

当

ら

な

い

も

の

を

さ

す
。

本

稿

で

取

上

げ

た

事
例

と

し

て

は
、

日
清

嬬

和

条

約

第

四

条

に

基

く

軍

費

賠

償

金

と
、

北
清

事

変

に

対

す

る
賠

償

金

と

が
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「
明治後期における日 本の国家間賠償 （二）

そ

の
典

型

例

で
あ

る
。

こ

の

ほ

か

日

清

購

和

条

約

第

八

条

に

基

く

威

海

衛

占

領

経

費
の

一

部

肩

代

り

に

つ

い

て

も
、

軍

費

賠

償

金

と

同

じ

く
、

そ

の

決

定
が

日
本

の

軍

事

的

勝

利

を

基

礎

と

し

て

為

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら
、

こ

の

第

四

類

型

に

属

す

る

も

の

と

判

断

さ

れ

る
。

④

領
土

等

の

授

受

に
伴

う

金

銭

の

給

付

（
第

五
類

型
）

賠

償

の

第

五

類
型

と

は
、

国

家

間

で

行

わ

れ

た

領

土

や

大

規

模

な

公

有

財

産

の

授

受

に
際

し

て
、

い

わ

ば

代

価

と

し

て

支

払

わ

れ

た

金

銭

に

た

い

し
、

こ
れ

を

賠

償

と

呼

ん

だ

例

で

あ

る
。

明

治

前

期

の

事

例

と

し

て

は

一

八

七
五

（
明
治
八
）

年

の

樺

太

千

島

交

換

条

約

に

よ

る

も

の

が

あ

り

（
前
稿
第
二
章
二

を
参
照
）
、

本

稿

で

と

り

あ

げ

た

事

例

と

し

て

は

遼

東

半

島
還

付

に

伴

う

報

償

金

が

挙

げ

ら

れ

る
。

ま

た

撫

順

炭

破

問

題

で

の

賠
償

は
、

問

題

の

政

治

的

解

決

を

図

る

た

め

の

金

銭

給

付

と

い

う
、

第
三

類

型

と

し

て

の

性

格

を

持

つ
一

方

で
、

炭

破

採

掘

権

の

移

転

に

よ

る
金

銭

給

付

と

い

う
、

第

五

類

型

と

し

て

の

側

面

も

有

し

て

い

る
。

以

上
、

五

つ
の

類

型

に

つ
い

て
そ

れ

ぞ

れ

説

明

し

た

が
、

こ

れ

ま

で

見

て

き

た

よ

う

に
《

明
治

後

期

の

諸

事

例

に

つ
い

て

も
、

こ

の

五

類

型

に

も

と

つ

い

て

整
理

し

う

る

も

の

と

考

え

ら

れ
る
。

も

ち
ろ

ん
、

総

て
の

事

例

が

こ

の

五

類
型

の

い

ず

れ

か

一

つ
に

分

類

さ

れ

る

わ

け

，
で

は

な

く
、

た

と

え

ば

撫

順

炭

磧

問

題

の

よ

う

に
、

複

数

の

類

型

に

ま

た

が

る

事

例

も

存

在

す

る
。

ま

た

鴨

緑

江

事

件

の

よ

う

に
、

筆

者

が

今

回

参

照

し

た

資

料

の

み

で
は
、

ど

の

類

型

に

属
す

る

か

を
、

た

だ

ち

に
は

判

断

し

が

た

い

事
例

も

あ

る
。

し

か

し

本
稿

で
取

上

げ

た

諸
事

例

を

み

る

か

ぎ

り
、

こ
の

五

類

型

の

い

ず

れ

に
も

あ

て

は

ま

ら

な

い
、

全

く

新

た

な

賠

償

類
型

を

必

要

と

す

る

よ

う
な

事

例

は

見

当

ら

な

い
。

二

明
治

後

期

の

国

家

間

賠
償

の

特

徴

次

に
、

明

治

後

期

に

お

け
る

国

家

間

賠

償

事

例
の

特

徴

を
、

明

治

前
期

の

事

例

と

比

較

し

な

が
ら

考

察

す

る
。

①
賠

償

支

払

国

と

な

る

事

例
の

減

少

本

稿

で

紹

介

し

た

二

三
の

事
例
中
、

日
本

が
賠

償
の
受

領
国

と
な

っ

た

事

例

は

一

八

例

で

あ

っ

て
、

明

治

前

期

（
八
例
）

に

較

べ

て

大

き

く
増

加

し

て

い

る
。

一

方
、

支

払

国

と
な

っ

た

例

は

五

例

で
、

明

治

前
期

の

一

五

例

か

ら

大

幅

に
減

少

し

て

い

る
。

も

ち

ろ

ん
、

前

稿

お

よ
び

本

稿

で

紹

介
し

た

事

例

は
、

当

時

の

賠

償

事

例

の

す
べ

て
を

網

羅
す

る

も

の

で

は
な

く
、

特

に

第

二

類

型

に

　
　
　

属
す

る

事

例

は
、

ほ
ん

の
一

部

を

と

り
あ

げ

た

に

過

ぎ

な

い
。

し
か

し

一

般

的

な

傾

向
と

し

て
、

日

本

が

賠
償

支

払

国
と
な

っ
た

事
例
は
、

明

治

前

期

に

比
べ

減
少

し

た

と

判

断

で
き

る
。

別

言

す

れ
ば
、

日
本

は

明

治

前

期

に
お

い

て

は

主

と
し

て
．
「
賠

償

を

払

う

側
」

で
あ

っ

た

の

に

対

し
、

明

治

後

期

に

な

る

と

総

じ

て

「
賠

償
を

受

取

る

側
」

に

な

っ
た

と

い

う

こ
と

で
あ

る
。
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②

賠

償

の

類

型

か

ら

み
た

変

化

前

節

で

も

触

れ

た
が
、

明

治

後

期

の

諸

事

例

中

に

は
、

第
一

類
型

に

属

す

る

も

の

が

見

当
ら

な
い
。

こ
れ
に

対
し

明
治
前

期

に
は
ヒ

ュ
ー

　
が
　

ス

ケ

ン

事

件
、

東

禅

寺
事

件
、

大

阪

オ

ラ

ン

ダ

公

使

館

事

件
と
、

第

一

類

型

の

賠

償

事

例
が

数

例

発

生

し

て

お

り
、

両

者

は

こ

の

点

で
相

違

が

み

ら

れ

る
。

ま

た

第

四

類

型
、

す

な

わ

ち

戦

費

賠

償

に

属
す

る
事

例
と
し

て
は
、

明

治

前

期

に

は

生

麦
事

件
、

下

関

砲

撃

事

件
、

台

湾

出

兵

が
あ

り
、

後

期

に

は

日

清

嫡

和
条

約

お

よ

び

北

清

事

変

が

あ

る

が
、

両
者

を

比

較

す

る
と
、

後

者

は

前
者

に

較

べ

て

賠

償

の

規

模

が

格

段

に
大

き

く

な

っ

て

い

る

こ

と

が

判

る
。

③
事
例
の
発
生
場
所
の
多
様
化

明

治

前

期
と

比

較

し

て
、

後

期

の

諸

事

例

に

特

徴

的

な

の

は
、

そ

の

大

半

が

国
外

で
発

生

し

た

事

件

を

契

機
と

し
て

い
る

こ
と

で
あ
る
。

も

ち

ろ

ん

パ

ロ

ス

号

事

件

や

イ

ー

ス

ト

リ

ー

号

事

件

の

よ

う

に
、

日

本

国

内

で
の

事

件

を

契

機

と

し

て

賠

償
が

実

施

さ

れ

た

事

例
も

あ

る

が
、

鴨

緑

江

事

件

や

牛

荘

事

件
、

第

二

辰

丸

事

件

や

ヴ

ァ

ン

ク

ー
ヴ

ァ

ー

暴

動

な

ど
、

そ

の

大

半

は

日

本

の

領

域
外

で
発

生

し

た

事

件
や

問

題

に

よ

っ

て
、

国

家

間

賠

償

の

授

受

が

な

さ

れ

て

い

る
。

こ

れ

に

対

し

明

治

前

期

の

場

合
、

パ

ー

ク

ス

英

公

使

遭

難

事

件

や

ヘ

レ

ン

・

ブ

ラ

ッ

ク

号

事

件

を

は

じ

め
、

神

戸

港

税

関
事

件
、

長

崎

事

件
、

オ

マ
ハ

号

事

件

な

ど
、

日

本

国

内

で

の

事

件
が

国

家

間

賠

償

に
発

展
し

た

事

例

が
、

数

多

く

み

ら

れ

る
。

ま

た
一

口

に
国

外

と

言

っ

て

も
、

明
治

前

期

に

は

朝
鮮

半

島

や

台

湾

な

ど
、

日

本
の

周

辺

地

域

に

限

ら
れ

て
い

た

が
、

明
治

後

期

に

な

る

と

事

件

の
発

生

場

所

は
、

北
米

大
陸
や

ハ

ワ
イ
、

清
国
南

部
や
ベ

ー

リ

ン
グ

海

に
ま

で
拡

が

り

を

見

せ

て

い
る
。

④

諸

外

国
と

の

関
係

の

変

化

賠

償

交

渉

の
過

程

を

観

察

し

て

気

が

つ

く

の

は
、

日

本

が

朝

鮮

（
韓
国
）

に

対

し

て
ば

か

り

で

な

く
、

清

国

に

対

し

て

も
、

強

い

態

度

を

と

る

よ

う

に
な

っ

た

こ

と

で

あ

る
。

日
清

購

和

条

約

の
交

渉

に

お

い

て
、

日

本
が

強

圧

的

な

態

度

に

で
た

こ

と

は

そ

の

性

質
上

自

然

で

あ

る
が
、

そ
の

後

も

第

二

辰

丸

事

件

や
蓋

平

漁

業

公

司
事

件
、

楊

尊

三

事

件
な

ど

で
、

日

本

は

清

国

に

対

し

て
強

い

姿

勢
を

見
せ

る

よ

う

に
な

っ
た
。

明
治

前

期

に

発

生

し

た

日
朝

間

の

第

一

次

防
穀

令

事

件

に

お

い

て
、

日
本

が

清

国

の

動

向

に
き

わ

め

て
敏

感

に

反
応

し

た

　
の
　

こ

と

と

比

較

す

る

と
、

こ

の

点

に

は

特

に

目

を

引

か

れ

る
。

一

方

で
欧

米

諸
国

も
、

日

本

と

の

交

渉

に
際

し

て
、

明

治

前

期
、

と

り

わ

け
幕

末

維

新

期

と

は

違

っ

た

態

度
を

見

せ
る
よ

う
に
な

っ
た
。

た

と

え
ば

高

陞

号
事

件

や

シ

ド

ニ

ー

号

事
件

で
、

日

本

側

の

措

置

の

法

的
正

当
性

が

明
か

に

な

る

と
、

英

仏

両

国

は
た

だ

ち

に

そ

の

賠

償

要

求

を

取

り

下

げ

て

い

る
。

ま

た

ヴ

ァ

ン

ク

ー

ヴ

ァ

ー

暴

動

で

カ

ナ

ダ

政

府

は
、

駐

日
英

国

公

使

を

通

じ

て

直
ち

に
遺

憾

の

意

を

表

明
し

た

ほ
か
、

事

件

発

生

か

ら

三

か

月

も

経

た
な

い

う

ち

に

賠

償

金
を

日
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「
明治後期における日本の国家間賠償 （二）

本

側

に

交

付

し

た
。

さ

ら

に

三

重

丸

事

件

で

ロ

シ

ア

側

は
、

早

い

段

階

で

日

本

の

主

張
を

受

け

容

れ
、

そ

の

皇

捕

が

不

当

で

あ

っ

た

こ
と

を

認

め

て

い

る
。

一

方
、

北

清

事

変

で
欧

米

諸

国

と

日

本

は
、

一

致

協

力

し

て

清

国

側

の
攻

撃

に

対
処

し
、

ま

た

賠

償

の

要

求

で
も

足

並

を

揃

え

た
。

こ

れ

ら

の

事

例

に

お

け

る
、

欧

米

諸

国

の

日
本

に
対
す

る
姿

勢

は
、

か

つ
て

生

麦

事

件

で
、

居

留

民
三

名
の

死

傷

に
対

し

て
五

〇

万

ド

ル

も

の

賠

償

を

要

求

し
、

ま

た

堺

事

件

で
、

日

本
側

の

責

任

が

明
確

で

な

い

に

も

拘

ら

ず
、

関

係

者

の

処

刑
と

一

五

万

ド
ル

の

支

払

を

強

請

　
　
　

し

た

と

き

の

そ

れ

と

は
、

大

き

く

異

る

も

の

で
あ

る
。

三

変

化

の

背

景

で

は

な

ぜ
、

こ

の

よ

う

な

変

化

が

生

じ

た

の

か
。

本

節

で

は

そ

の

背

景

に

つ
い

て

検

討

す

る
。

①
日
本
人
の
海
外
へ
の
進
出

ま

ず
第

一

に

挙

げ

ら

れ

る

べ

き

は
、

日

本

の

官

民

の

海
外

へ

の

進

出

で

あ

る
。

明

治

維

新

以

降
、

日

本

お

よ

び

日

本
人

は
、

国

家

あ

る

い

は

個
人

と

し

て
、

朝

鮮

半

島

や

中

国

大

陸

を

は
じ

め
、

世

界

各

地

に

進

出

し

て

い

っ

た
。

そ

し

て

そ

の

進

出

に

伴

い
、

国

家

間

賠

償

に

つ

な

が

る

事
件

も

ま

た
、

世
界

各
地

で
発

生
す

る
よ

う
に
な

っ

て
い

っ

た

の

で

あ

る
。

た

と

え

ば

ハ

ワ

イ

移

民

入

国

拒

絶

事

件

や

ヴ

ァ

ン

ク

ー

ヴ

ァ

ー

暴

動
、

杭

州

暴
動

な

ど

は
、

い

ず
れ

も

日

本

人

の

進

出

に

対

す

る

現
地

の
反

掻

が

背

景

と

な

っ

て
い

る
。

日
本

人

の

林

業

や

漁

業
、

あ

る
い

は
宗

教

に
よ

る

海
外

進

出

の

企

図
が
、

賠

償

事

件

の

間

接

的

な

原
因

と

な

っ

た

事

例

も

あ

る

（
鴨
緑

江

事

件
、

蓋

平
漁

業

公

司

事

件

お

よ

び

東

本
願
寺
事
件
）
。

ま

た

日
清

戦

争

や
北

清

事

変
、

撫

順

炭

磯

問

題

や

絶

影

島
土

地

租

借

問
題

な

ど

で

も
、

日
本

の

海

外

進

出

の

動

き

が
、

直

接

間
接

に
事

件

に

影
響

し

て

い

る
。

さ

ら

に

参

考

事

例

と

し

て

掲

出

し

た
、

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ

邦

人

食
堂

襲

撃
事

件

や
ハ

ワ
イ

防

疫

焼
却

事

件
、

メ

キ

シ

コ

炭

磯

事
故

な

ど

も
、

事

件

の
発

生

に
は

日

本
人

の

海

外

へ

の

進

出

が

深

く

関
係

し

て

い

る
。

②

国

内
治

安

の
改

善
お

よ

び

国
際

法

の

習

熟

一

方
、

日

本

国

内

で
の

事

件
を

契

機

と

す

る

賠

償

例
が

減

少
し
、

ま

た

日
本

が

賠

償

支
払

国

と
な

る

事

例

が

減

少

し

た

理
由

と

し

て
、

ひ
と

つ

に
は
、

国
内

の

治

安

の
改

善

が

あ

げ

ら

れ

る
。

明

治

前
期

に

お

い

て
、

日
本

が

賠

償

支

払

国
と

な

っ

た

事

例

の

多

く

は
、

幕

末

維

新

の

混
乱

の

中

で
発

生

し

た

事
件

を

契

機

と

す

る

も
の

で
あ

っ

た
。

そ

の
た

め

明

治
も

後

期

と

な

り
、

国

内

の

治

安
が

改

善

さ

れ

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

国

家

間
賠

償

に
発

展

す

る

よ

う
な

不
祥

事

件

の

発

生

も

減

少
し

た

と

考

え

ら

れ

る
。

ま
た
、

日
本

政

府

の

国

際
法

に

対

す

る

習
熟

も
、

こ

の

趨

勢

に

寄

与

し
た

と

考

え

ら

れ

る
。

た
と

え

ば
、

明

治

前
期

に

発

生

し

た

神
戸
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港

税

関

事

件

は
、

政

府

当

局
の

国

際

法

に
違

反

す

る
措

置

が
、

国

家

間

賠

償

に
ま

で

発

展

し

た

も
の

で
あ

る
。

し

か

し

日
清

戦

争

の

頃

に

な

る

と
、

高

陞

号

事

件

お
よ

び

シ

ド

ニ

ー

号
事

件

に
み

ら

れ

る

よ

う

に
、

国

際

法

の

規

定

を

十
分

に

踏

ま

え

た

上

で
、

外

国

船

舶

に

対

し

て

臨

検

な

ど

の

措

置

が
と

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

て
い

る
。

も

ち

ろ

ん
、

日

清

戦

争
以

後
、

国

際

法

に

違

反

す

る

行

為

が

皆

無

と

な

っ

た

わ

け

で

は

な

い

（
た

と

え

ば

ス

ヱ

レ

ス

号

事

件
）
。

し

か

し

日

露

戦

争

中

に

多

数

の

中
立

国

船

舶

が

捕

獲

さ

れ

た

が
、

日

本

の

捕

獲

が

不

当

で

あ

っ

た
た

め

に

賠

償

を

支

払

っ

た

事

例

が
、

ほ

と

ん

ど

見

当

ら

な

い

と

い

う
事

実

は
、

当

時

の

日

本

政

府

の

国

際

法

に

対

す

る
、

習

熟

の

度

合
を

示
す

も

の

と

考

え

ら

れ

る
。

③

国

際

社

会

で

の

日
本

の

「
地

位
」

の

変

化

さ

ら

に

指

摘

す
べ

き

は
、

こ

の

時

期

に

お

け

る
、

国

際

社

会

で

の

日

本

の

相

対

的
な

「
地

位
」

の

変

化

で

あ

る
。

明

治

維

新

後
、

日

本

は
近

代

化

を

急

ぐ
と

と

も

に
、

欧

米

諸

国

と

対

等

な

関

係

を

築

き

上

げ

る

こ

と

に

努

力

し

た
。

ま

た

日

清

・

日

露

戦

争

に

勝

利

を

収

め
、

大

陸

に

着

実

に

地

歩

を

築

い

て

い

っ

た
。

こ

の

よ

う

な

趨

勢

の

中

で
、

日

本

は

清

国

に
対

し

て

強

い

態

度

で

臨

む

よ

う

に

な

り
、

ま

た

欧

米

諸

国

も

日

本

に
対

し

て
、

幕

末

維

新

の

頃

と

は

異

る

姿

勢

で

対

応

す

る

よ

う

に

な

っ

た

と

考

え

ら

れ

る
。

す

な

わ

ち
、

明

治

後

期

の

賠

償

事

例

の

特

徴

と

し

て

見

出

さ

れ

る
、

諸

外

国

と

の

関

係

の

変

化

は
、

国

際

社

会

で
の

日

本

の

相

対

的
な

「
地

位
」

の

変

化

を

反

映

し

た

も

の

と

み

る

こ

と

が

で

き

る
◎

結

ま

と

め

１

今

後

の

課

題

ー

以

上
、

本

稿

で

は
、

日

清

戦

争
以

降

明

治
末

ま

で

の

時

期

に

お

い

て
、

日
本

が

関

与

し

た

国

家

間

賠
償

の

諸

事
例

を

紹

介

す

る

と

と

も

に
、

そ

れ

ら

を

明

治

前

期

の

諸

事
例

と

比
較

し
、

そ

の

特

徴

と

変

化

に

つ
い

て

考

察

し

た
。

さ

ら

に

変
化

の

生

じ
た

背

景

に

つ
い

て

も

検

討

を

加

え

た
。

そ

れ

ら

は

次

の

よ

う

に

要

約

さ

れ

る
。

・
明

治

前

期

の

諸

事

例

を

整

理

す
る

の

に

利

用
し

た

「
賠

償

の

五

類

型
」

は
、

明

治

後

期

の

事

例

を
整

理

す

る
際

に
も

存

効

で

あ

る
。

・

し

か

し

明

治

前

期

の

諸

事

例

と
比

較

し

た
場

合
、

後

期

の

諸

事

例

は

「
賠

償

支

払

国

と

な

る

事

例
の

減

少
」

「
第

一

類

型

に

属

す

る

事

例

の

消

滅
」

「
第

四
類

型

の

事

例

に
お

け

る

賠

償

額

の

増

大
」

「
国

内

事

件
を

契

機

と

す

る

賠

償

事
例

の

減

少
」

「
賠

償

事

例

の

発

生

場

所

の

多

様

化
」

「
賠

償

交

渉

過
程

に

お

け

る
、

日

本

と
、

清

国

お

よ

び

欧

米

諸

国

と

の

関

係
の

変

化
」

と

い

っ

た

特

徴

を

有

す

る
。

・

こ

の

よ

う

な

変

化

の

背

景

と

し

て

は
、

日

本

人

の

海

外

へ

の

進

出
、

国

内

治

安

の

改

善
、

日

本

政

府
の

国

際

法
の

習

熟
、

国

際

社

会

に

お

け

る

日

本

の

相

対

的
な

「
地
位
」

の

変
化
、

が

考

え

ら

れ

る
。

こ

の

よ

う

な

結

論
を

踏

ま

え

た
上

で
、

今

後
検

討

す

べ

き

課

題

を

幾

レ フ ァ レ ン ス
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「
明 治後 期 にお ける 日 本 の 国 家 間 賠 償 （二）

つ

か

挙

げ

て

み

た

い
。

ひ

と

つ

は
、

右

の

要

約

の

よ

う

な

日

本

の

国
家

間
賠

償
の

傾
向
が
、

大

正

期

に

な

っ

て

も

継

続

し

た

の

か

と

い

う

点

の

確

認

で

あ

る
。

ま

た

「
賠

償

の

五

類

型
」

が
、

大

正

期

の

諸

事

例

に

お

い

て

も

適

用

可

能

で

あ

る

か

と

い

う

問

題

も

あ

る
。

，
こ

れ

ら

二

つ

の

点

に

つ

い

て

は
、

今

後

執

筆

を

予

定

し

て

い

る

「
大

正

期

に

お

け

る

日

本

の

国

家

間
賠

償
」

に

お

い

て
、

詳

し

く

検

討

す

る

こ

と

に

し

た

い
。

さ

ら

に
、

掘

り

下

げ

た

分

析
、

個

別

的

か

つ

理

論

的
な

精

査
が

必

要

な

課

題

も

存

在

す

る
。

そ

の

第

一

は
、

本

稿

に

お

い

て

提

示

し

た

「
変

化

の

背

景
」

の
、

詳

細

な

分

析

で

あ

る
。

前

稿

で

も

触

れ

た

が
、

こ

れ

ら

の

個
々

の

要

因
が

個

別

の

事

例

の

な

か

で
、

そ

れ

ぞ

れ

ど

の

程

度

の
重

み
を

も

っ

た

の

か
。

ま

た
、

こ

れ

ら

は

相

互

に

い

か

な

る

関

係

に

あ

っ

た

の

か
。

さ
ら

に
、

た

と

え

ば

先

に

挙

げ

た

「
日

本
人

の

海

外

へ

の
進

出
」

に

し

て
も
、

中

国

方

面

へ

の

進

出

と
ハ

ワ

イ

・

北

米

方

面

へ

の

そ
れ

と

で

は
、

そ

の

性

格

に

大

き

な

相

違

が

み

ら
れ
、

個

別

の

賠

償
事

例

に

も
少

か

ら

ぬ

影

響

を

及

ぼ

し

た

と

考

え

ら
れ

る
が
、

こ
れ

を

ど

う

評

価

す

る

の

か
。

し

か

し
、

本

稿

で

は

こ

れ

ら

の

点

に

つ

い

て

触

れ

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た
。

第
二

は
、

賠

償

概

念

そ

の

も

の

の

変

化

の

分
析

で
あ

る
。

国
際

関

係

の
あ

り

か

た

や

戦

争
の

規
模

な
ど
が

大
き

く

変
っ

て
い
っ

た

明
治
・

大
正

時

代
、

賠

償

の

概

念

お

よ

び

そ

の

内
実

は
、

そ

の

中

で

具
体

的

に

ど

の

よ

う

に

変

容

・

転

換

し

て

い

っ

た

の

か
。

ま

た

こ

の

変

化

に

対

し

て
、

現

実

の

国
際

社

会
の
変

化
や
、

国

際
法
の
発

達
は
ど

う
関

っ

て

い

っ

た

の

か
。

こ

れ

ら

の

問

題

の

究

明

の

た

め

に

は
、

当

時

の

国

際

社

会

の

変

化

や

国
際

法

の

発
達

過
程

を

踏

ま

え

た
、

よ

り

理

論
的

な

攻

究

が

必

要

で

あ

る
。

し

た

が

っ

て
、

こ

の

二

つ

の

課

題

に

つ

い

て

は
、

今

後

さ
ら

に
別

の

機
会

を

と

ら

え

て

考

察

を

試

み

る

こ
と

に

し

た

い
。

注

ω

事
件

に
つ
い

て
は
高

橋
作
衛

『
英

船
高

陞

号

之

撃

沈
』

（
国
際

法

外

交

論

纂
第

一
巻
）

清
水
書

店
、

一
九

〇
三
年
、

陸
奥

宗
光

『
寮
々
録
』
（
明

治
期

外

交

資
料
研

究
会

『
日
清
講

和
関
係
調

書
集
』

第
二

巻
、

ク

レ
ス

出

版
、

一

九

九

四
年
所

収
）

一
九

三
ー
二

〇
六
頁
。

関
係

史
料

は

『
日
本

外

交

文

書
』

第

二
七

巻
二

冊
、

文
書

七
〇
九

⊥

一
九
。

な

お
、

日
本

政
府

も
事
件

の
詳
細

が
判

明
す

る
以

前
の
時

点
で
、

と

り
あ

え
ず

駐
日

英
国
臨

時
代

理
公
使
を

呼
ん

で
、

今
後

日
本

側
の

処
置

に

不
当

な

点
が

発
見

さ
れ
た

場
合

に
は

「
相
当

ノ
補
償
」

を
な

す
旨

の
約

束

を

与
え

て

い
る

（
陸
奥
、

前

掲
書
、

一
九

七
頁
）
。

②

『
日
本
外

交
文

書
』

第
二

七
巻
二

冊
、

文

書

七

五

五

附

属

書

一
一

ー

四
、

文
書
七

七
五

－
八

三
。

㈹

事
件

に

つ
い
て

は

『
日
本
外
交

文
書
』

第
二
七

巻
二

冊
、

文

書
九

一

二

ー

二

七
。

ま

た
同

巻
同

冊
、

文
書
九
〇

三
ー

五
も
参

照
。

ω

本
件

に

つ
い
て
は

鹿
島
守
之

助

『
日

本
外

交
史
』

第

四
巻
、

鹿

島

研

究

所

１９９８
．
１２

一 ８７ 一レ フ ァ レ ン ス



出
版

会
、

一
九

七
〇

年
、

三
五

四
ー

五
頁
、

ま
た

『
日
本

外

交

文

書
』

第

二

八
巻
一

冊
、

文

書
二

四
八
ー

五

四
。

な
お

乙
未

の
変

に
関
し

て

日

朝

間

で

賠

償

の

授

受

は

行

わ

れ

て

い

な

い
。

㈲

本
件

に

つ
い

て
の

基
本

的
外

交
史

料
は

『
日
本
外

交
文

書
』

第

三

四

巻
、

文

書
五

〇
二

⊥
一
＝
。

「
防

穀
令
」

と
、

第
一

次
防

穀
令

事
件

（
一

八
八

九
ー

九

三
年
）

に
つ
い

て
詳
し

く

は
、

前
掲

『
日
清

講
和

関
係

調
書
集
』

第
一

巻
、

一
九

九

四
年
、

七
ニ

ー

四
頁
、

唐

沢
た

け
子

「
防
穀
令

事
件
」
『
朝

鮮
史

研
究

会

論
文
集
』

六

号
、

一

九
六

九
年
、

お
よ

び
拙

稿

『
明
治

前

期

に

お

け

る

日

本
の

国
家

間
賠
償

９
』
『
レ

フ
ァ
レ

ン
ス
』

五

六

三

号
、

一

九

九

七

年

一

二

月
、

七

四
ー
五

頁
。

な
お
、

本

稿
で
は

便
宜

上
、

本

件
を

「
第

二

次

防

穀

令

事
件
」

と

呼
ん
だ

が
、

同
令

に
関
連

す

る
日
韓

の
紛

議
は
へ

こ

の

二

度

に

限

ら

れ

る
も
の

で
は
な

く
、

一

七
年

の
間

に
二

七
件

発
生
し

た
と

す

る

説

も

あ

る

（
唐
沢
、

前
掲
論

文
、

七

〇
頁
、

『
日

本
外

交
史
辞

典
』

新

版
、

山

川

出

版

社
、

一
九
九

二
年
、

「
防

穀
令

事
件
」

の
項
）
。

ま
た

「
米

穀
の

輸
出

禁
止
」

と
、

国
内

の
流

通
ま

で
も
が

制

限

の

対

象
と

な

る

「
防
穀

令
」

と
は
、

必
ず

し
も

同
義

で
は

な
い

（
『
日
本

外
交

文

書
』

第

三

四
巻
、

文

書
五
〇

六
附

属
書

お
よ

び
文

書
五

〇
八
）

が
、

当

時

に
お

い

て

も

両

者

は
、

し

ば

し

ば

混

同

さ

れ

て

い

た
。

⑥

臨

時
軍
事

費
お

よ
び

各
省

臨
時

事
件
費

の
支

出
実

額
、

な

ら
び

に

一

九

〇

七

（
明
治

四
〇
）

年

度
か

ら
一

九
一

五

（
大

正

四
）

年
度

ま

で

に

関

係

費

用

と

し

て
一
般
会

計
か

ら
支

出
さ

れ
た
、

九
六

二
一二
万
六
三
一
二
八

円

四

八

銭

六

厘

を
合
し

た
額
。

こ
れ

ら
の

詳
し

い
内

訳
お

よ
び

調
達
方

法
に

つ

い

て

は
、

大

蔵
省

『
明
治
大

正
財

政
史
』

第

五
巻
、

財

政
経
済

学
会
、

一
九

三
七

年
、

六

七
〇
ー

七
一

七
頁
、

大
蔵

大
臣
官
房

財
政

経
済

調
査
課

『
日

清

日
露

両

戦

役

及
世
界

大
戦

に
於

け
る

我
が
戦

時
財
政
』

千
倉
書

房
、

一

九
三

七

年
、

三

五
－

八
お

よ
び

四

四
－
六

頁
、

ま
た
神
山

恒

雄

「
戦

費

と

そ

の
調

達
」

（
奥

村

房
夫
監

修
・

桑
田

悦
編

『
近

代
日
本
戦

争
史
』

第
一

巻
、

同
台

経

済

懇

話

会
、

一

九
九
五

年

所
収
）
。

①

講

和
会

議
に

関
し

て
は
、

た
と

え
ば
外

務

省

（
信

夫

淳
平

稿
）

『
小

村

外

交
史
』

下
巻
、

新

聞
月

鑑
社
、

一

九
五
三

年
、

一
－

一
六

二

頁
、

小

木

曾

照

行

「
ポ
ー

ツ

マ
ス
講

和
会

議
」
（
信

夫
清

三

郎

・
中

山

治

一

編

『
日

露

戦
争

史
の

研
究
』

河

出
書

房
新

社
、

一
九
五
九

年

所
収
）
。

外

交

史

料

と

し

て
は

『
日
本

外
交

文
書
』

第
三
七

・
三

八
巻
別

冊
五
、

第

六

章
、

文

書

五

五

ー
三

三

七
。

㈲

講
和

条
約
の

正

文
は

『
条

約
彙

纂
』

改

訂
第

一
巻
、

一

九

三

六

年
、

二

四

七

三
－
八

六
頁
。

働

一

九
〇

七

（
明

治

四
〇
）

年
一

一
月
二
一
二
日

着
小

村
駐
英

大

使

発
林

外

相

宛
電

信
第

一
四

五
号

（
外
務

省
外
交
史

料

館

所

蔵
記

録

９
・。●。。●
器

「
日
露

戦

役
ニ

ヨ
ル

両
国

俘
虜

収
容

費
関
係

雑
纂
」

所

収
）
。

な

お

邦

貨

換

算
額

は
、

同
年

度
一

般
会

計
決

算
に
計

上
さ

れ
た
金
額

に
基

く

（
前

掲

『
明

治
大

正

財

政
史
』

第
三

巻
、

一
九

三
八

年
、

三
五
一

頁
）。

ω

『
日
本
外

交
文

書
』

第

三
七

・
三
八
巻

別

冊

五
、

第
六

章
、

文

書

二

九

四

附

記
二
、

四
九

五
ー

六
頁
。

ω

本
件

に
関

す
る

基
本

的
史

料
は

『
日
本

外
交

文
書
』

第

四
〇

巻

二

冊
、

文

レ フ ァ レ ン ス
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明 治 後期 にお け る 日 本 の 国 家 間 賠 償 （二）

書

一
二

一
〇

１
二

七

（
た
だ
し
、

同
巻

所
収

の
他

の
文

書
も
、

本

件

に

し
ば

し

ば

言

及

し

て

い

る
）
。

な

お
、

本

件

で

は

主

に

双

方

の

現

地

出

先

機

関

（
清

国
奉
天

総

督
と

日
本

総
領
事
）

が
交

渉

に

あ

た

っ

て

お

り
、

中

央

の

外

交

機
関

は

直
接

に
は

こ
の

問
題
に

関
与

し

て
い
な

い
。

⑰

『
日
本

外
交

文
書
』

第
四

〇
巻
二

冊
、

文

書

一

二

一

六
。

ま

た

警

察

権
と

軍

律
を

め

ぐ
る

両
国

の
争

に
つ
い

て
は
、

文
書

一
二

〇
七

ー
九

も
参

照
。

⑬

同
右
、

文

書
一

二
二

二
お

よ
び
文

書
一

二
三

二
附

属
書
。

ｑの

同
右
、

文

書
一

二
二

五
－

七
。

⑮

『
日
本

外
交

文
書
』

第
三
一

巻
二

冊
、

文

書

七

三

六

－

五

五
。

ま

た

事

件

そ
の

も

の

に

つ

い

て

は

日
げ
ｏ
日
ｏ
ω

ｂｄ
・
〉
＝
①
戸
、、
即
Φ
日
①
日
σ
霞

夢
①

ζ
９
ぎ

亀
．．

≧

ミ
馬
§

ミ

Ｑ

８
恥
、
§

建
♪

＜
ｏ
＝

８
・

Ｚ
ｏ
●
ｂ。
噂

国
。
９

一
８
ｃ。
●

⑯

事

件
の

経
緯

に

つ
い
て

は
鹿
島
、

前
掲

書
、

第

四
巻
、

一

四

八

頁
、

ま
た

『
日

本
外

交
文

書
』

第
二

八

巻
二
冊
、

文

書

一

二

九

五

－

三

〇

四
。

協

定

の

調
印

は
一

二
月

＝
二
日
、

金

員
の
支

払
は

一

九

日

に

行

わ

れ

た

（
『
日

本

外

交
文

書
』

第

二
八

巻
二

冊
、

文

書

＝
二
〇
二
）。

αわ

千

島
艦

事
件

に

つ
い
て

は
、

尾
佐

竹
猛

「
千

島

艦

事

件

解

題
」

（
吉

野
作

造
編

『
明
治

文
化

全
集
』

第
六
巻

（
外
交

篇
）
、

日
本

評
論

社
、

一
九
二
八

年
、

四
〇

⊥
二
頁
。

明

治
文

化
研

究
会
編

纂
の

同
書

第
三

版
、

一

九

六
八

年

で
は

第
一
一

巻

（
外
交

篇
）、

三
八

ー
四
〇

頁
に

所
収
）。

ま

た

主
な

外
交

史

料

と

し
て

『
日
本

外
交

文
書
』

第
二
五

巻
、

文

書
一

＝
ニ
ー
八
、

第

二
六

巻
、

文

書

＝
一
＝

ー
五
、

第
二

八
巻
一

冊
、

文

書
一

八
七

－
九

〇
が

あ
る
。

本

件
は
、

本
稿
が

対

象
と

す
る

時
期

よ
り
前

に
発

生
し

た
も

の

で
あ
る
が
、

参

考

の

た

め

掲

出

し

た
。

⑱

事

件
の

詳
細

は
、

森

田
栄

『
布
畦

日
本

人
発
展

史
』

眞
栄

館
、

一

九

一

五

年
、

五
八

三

ｉ
六

〇
七

頁
、

木
原
隆

吉
編

著

『
布
畦

日
本
人

史
』

文

成

社
、

一
九
三

五

年
、

五
二

二

⊥
二
九
頁
、

入
江

寅
次

『
邦
人

海
外

発
展

史
』

上
巻
、

移
民

問
題

研
究
会
、

一
九

三
八
年
、

四
五
一

－
六

頁
、

相
賀

安
太

郎

（
渓
芳
）

『
五

十
年

間
の
ハ

ワ
イ

回
顧
』
「
五
十

年
間

の
ハ

ワ
イ
回
顧
」

刊

行

会
、

一

九

五
三

年
、

八
一

－
九

二

頁
、

ハ

ワ
イ

日
本
人

移
民

史
刊
行

委
員

会

『
ハ

ワ

イ

日
本
人

移

民
史
』

増

補

再
版
、

ハ

ワ
イ
報
知

社
、

一
九

七
七

年
、

一

五

七

ー

九

頁
。

外
交
史

料
と

し

て
は

『
日
本

外
交
文

書
』

第
三

三
巻
、

文
書
四
四
三
－

七
八
、

第

三

四
巻
、

文

書
六
九

三
－

七
〇
八
。

被
害
家

屋
数
、

ま

た

家

屋

お

よ

び

財

産

を

喪

っ

た

人

数

に

つ

い

て

は
、

森

田
、

前

掲

書
、

五

九

四

頁

に

拠

る
が
、

こ

の
大

火

に
よ
る
死

傷
者

数
に

つ
い
て
は

不
明

で
あ
る

（
入

江
、

前

掲
書
、

四
五
三

頁
）。

な

お
、

当

時

の

ハ

ワ

イ

は
、

す

で

に

米

国

に

併

合

さ

れ

て

は

い

た

が
、

一

九

〇
〇

年
六

月
に

同
国

の
准
州
と

な
る

ま
で
の

移
行

期
に
あ

っ
た
。

㈲

こ

の

請

求

お

よ

び

受

領

額

に

は
、

マ

ゥ

イ

島

カ

フ

ル

イ

に

て
、

防

疫

の

た

め

家
屋
を

焼

却
処

分
さ
れ

た
邦
人

の
損

害
分
が

含
ま
れ

る
。

⑳

『
日

本
外

交
文
書
』

第

三
一
二
巻
、

文

書
四
七

三
お
よ

び
四

七
五
。

な

お

「
外

交

的
保

護
」

と
は
、

自
国

民
が
外

国
で

そ
の
生

命
身
体

財
産

に
損

害

を

被

っ

た

と
き
、

そ

の

母
国
が

損
害
の

生
じ

た
国
に

対
し
、

適

切
な
救

済

を

図

る

よ

う

求
め

る
措
置

で
あ

り
、

そ
の

結
果

支
払
わ
れ

る
賠

償
に

つ
い

て
も
、

国

家

間

賠
償
の

一
形

態
と

み
な

さ
れ
る
。

こ
の
点

に
つ
い

て
は
、

拙

稿

「
明

治

前

１９９８．１２
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期

に

お

け

る

日

本

の

国

家

間

賠

償

⇔
」

『
レ

フ

ァ

レ

ン

ス
』

五

六

四

号
、

一

九
九

八
年

一
月
、

＝
二
〇

頁
を
参

照
さ
れ

た
い
。

ω

勺
ｏ
弊
ざ
巴

Ｏ
ｏ
傷
Φ

ｏ
ｈ
Ｏ
ｏ
一一ｈ
自
昆
や

》
葺
。一。

置
９

（『
日
本
外

交
文

書
』

第
四

〇
巻
三

冊
、

文
書

一
九

四
六
）

⑳

事

件
に

関
す

る
記

録
は

『
日
本

外
交
文

書
』

第

四
〇

巻
三

冊
、

文

書
一

九

三

六
ー

七
六
、

一
九

八

八
、

二

〇
〇
三
、

二
〇
一

六
、

二

〇

四

八
、

二

〇
九

八
、

第

四
一
巻

二

冊
、

文

書
一
六

二
二
。

㈱

『
日

本
外

交
文

書
』

第

三
九

巻
二

冊
、

文

書

＝

二

九

ー

三

一
、

＝

五

三
、

第
四

〇
巻

三
冊
、

文

書
一
八

五
三
、

一

八
八

五
、

二

〇

四
五

－
七
参

照
。

⑫の

事
故

に

つ
い
て

は
《

日
墨
協

会
日

墨
交
流

史
編

集
委

員
会

『
日
墨

交
流

史
』

Ｐ

Ｍ
Ｃ
出

版
、

一

九

九
〇

年
、

三

一
五
－

八
頁
、

『
日
本

外
交
文

書
』

第

四
三

巻
二

冊
、

文

書
八

＝

１

四
、

第

四
四
巻

二
冊
、

文
書

八
五

五

－

六
、

第

四

五
巻

一
冊
、

文
書

二
六

四
、

二
六
六

－
七
、

二

六

九
ー

七
〇
。

ま

た

事

故

に

さ
き

だ
つ

一
九

一

〇

（
明

治
四
三
）

年
二

月
に

も
、

パ

ラ
ウ

第

三

坑

に

て

爆

発
事

故
が

起
っ

て
い

る
。

こ
の
際

犠
牲

に
な

っ
た

邦
人

磧
夫

一
名

の

遺

族

に

対
し

て
も
、

弔
慰

金
が

支
給

さ
れ

る
と

の
話
が

あ

っ
た
が
、

実

際

の

支

払

が

な

さ

れ

た

か

ど

う

か

は

不

明

で

あ

る
。

こ

ち

ら

に

つ

い

て

は
、

前

掲

『
日

墨

交

流
史
』

三
一

四

－
五

頁
、
『
日
本

外
交
文

書
』

第

四
三

巻
二

冊
、

文

書
八

〇

九

ー
一

〇
、

第

四

四
巻

二
冊
、

文
書
八

五
七
、

第

四
五
巻

一

冊
、

文

書

二
六

五
、

二
六
八
。

ち

な

み
に
、

九

月
の

事
故

で
死
亡

し

た
現

地

労

働

者

に

対
し

て

は
、

見

舞

金

と

し

て

二

五

メ

キ

シ

コ

ド

ル

が

支

払

わ

れ

た

と

の

こ

と

で

あ

る

（
前
掲

『
日
墨

交
流

史
』

三

一
八

頁
、
『
日
本
外

交

文
書
』

第

四
五
巻
一

冊
、

文
書
二

六
九
）。

⑫の

前
号
、

注
⑱

参
照
。

⑯

前
稿

お
よ

び
本

稿
の
作

成

に
あ
た

っ
て
、

事

例
蒐
集

の
基
礎
と

し

た

の

は

『
日
本

外
交

文
書
』

で
あ
る

が
、

も

と
も

と

そ

こ
に

収

録

し

う

る

記
録

の

量

は

限
ら

れ
て
お

り

（
た

と
え

ば
杭

州
暴
動

に
つ
い

て
の

記
録
は

『
日
本

外

交

文

書
』

に

は
収
め

ら
れ

て
い

な
い
）、

特

に

第
二

類

型

に

属

す

る
事

件

に

つ

い

て

は
、

そ

の

多

く

が

割

愛

さ

れ

て

い

る
。

そ

の

ほ

か

火

災

な

ど

に

よ

っ

て

史

料
そ

の
も
の

が
消

失
し

た
た
め

（
前
掲

『
日
清
講

和
関
係

調
書

集
』

第

一

巻
、

二

⊥

二
頁
参

照
）、

そ
の

存
在

す
ら

確

認

で
き

な

く

な

っ
た

事

例

も

少

く

な

い

と

考

え

ら

れ

る
。

⑳

こ
れ
ら

の
事

件
は

い
ず

れ
も
、

幕
末
維

新
期
の

日
本

に
駐
剤
す

る

外

交

官

ま
た

は
そ

の
公

館
が
、

邦

人

に
よ

る
襲
撃
ま

た
は

侵
入

に
よ
っ

て
被

害

を

受

け
た

も
の

で
あ

る

（
前

稿
第
一

章
一

お
よ
び

五
を

参
照
）。

㈱

林

董

『
後

は
昔

の
記
他
』

東

洋
文
庫
、

一

九
七

〇
年
、

七
〇

ー
二

頁
。

㈲

生

麦
・

堺
の

両
事

件
に

つ
い

て
は
、

前
稿

第
一

章
一
お

よ
び
二
を

参

照
。

（
い
と

う

し

ん
や

・

外

交

防

衛

課
）
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